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間
違
う
こ
と
も
あ
る
さ
。
人
間
だ
も
の 

8 

１ 

最
高
裁
判
例
集
に
多
数
の
誤
り
が
発
見
さ
れ
た
と
し
て

業
界
で
は
話
題
に
な
っ
て
い
る
。
報
道
に
よ
る
と
調
査
対

象
と
な
っ
た
著
名
判
例
12
件
だ
け
で
、
１
１
９
箇
所
の
誤

り
が
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
内
訳
は
、
「
脱
字
12
，
助
詞

の
間
違
い
６
，
句
点
19
，
助
詞
の
誤
字
１
」
な
ど
な
ど
。 

 
 

意
味
が
通
じ
れ
ば
、
句
読
点
が
間
違
っ
て
い
よ
う
と
気

に
す
る
こ
と
な
い
じ
ゃ
な
い
、
と
私
の
よ
う
な
大
雑
把

で
、
い
い
加
減
な
弁
護
士
は
そ
う
考
え
て
し
ま
う
の
で
あ

る
が
、
最
高
裁
は
シ
ョ
ッ
ク
を
隠
し
切
れ
ず
、
「
パ
ン
ド

ラ
の
箱
が
開
い
た
」
「
歴
史
が
変
わ
る
か
も
し
れ
な
い
」

と
大
騒
ぎ
と
な
っ
て
い
る
。 

２ 

今
で
こ
そ
パ
ソ
コ
ン
が
普
及
し
、
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
で

判
例
検
索
が
で
き
る
時
代
に
な
っ
て
は
い
る
が
、
大
審
院

時
代
か
ら
、
判
決
書
は
手
書
き
で
あ
り
、
人
間
の
や
る
作

業
で
あ
る
以
上
誤
り
は
不
可
避
で
あ
る
。
何
も
目
く
じ
ら

を
立
て
る
ほ
ど
の
こ
と
で
は
な
い
。 

 
 

誤
り
は
訂
正
す
れ
ば
よ
い
だ
け
の
話
で
は
な
い
か
。
国

家
は
誤
り
を
犯
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
、
明
治
政
府
以

来
の
無
謬
主
義
と
お
役
所
の
生
真
面
目
さ
を
感
じ
た

ニ
ュ
ー
ス
で
あ
っ
た
。 

 
 

他
方
で
、
公
文
書
を
改
ざ
ん
し
て
し
ま
う
お
役
所
も
あ

る
こ
と
と
比
べ
る
と
、
ど
う
し
て
こ
れ
が
大
事
件
な
の
か

不
思
議
で
た
ま
ら
な
い
。 

３ 

最
高
裁
判
所
の
判
例
は
、
事
実
上
地
方
裁
判
所
や
高
等

裁
判
所
な
ど
の
下
級
審
の
裁
判
所
を
拘
束
す
る
。
そ
の
た

め
、
フ
レ
ー
ズ
の
遺
脱
や
「
て
に
を
は
」
の
間
違
い
が
、

下
級
審
裁
判
所
や
我
々
弁
護
士
の
実
務
に
多
大
な
影
響
を

与
え
る
こ
と
が
危
惧
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

し
か
し
、
著
名
な
刑
事
え
ん
罪
事
件
や
国
家
政
策
が
問

わ
れ
る
行
政
事
件
な
ど
に
限
ら
ず
、
私
た
ち
弁
護
士
は
、

「
て
に
を
は
」
レ
ベ
ル
の
問
題
で
は
な
く
、
裁
判
所
の
時

代
感
覚
や
人
権
感
覚
、
事
実
認
定
な
ど
根
幹
部
分
で
、
誤

り
を
犯
し
、
三
行
半
の
「
上
告
棄
却
」
「
上
告
不
受
理
」

の
決
定
を
も
ら
い
、
悔
し
い
思
い
を
す
る
こ
と
は
し
ば
し

ば
あ
る
。 

 
 

こ
れ
こ
そ
が
不
正
義
で
あ
り
、
本
来
そ
の
こ
と
が
今
我

が
国
の
司
法
に
問
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ

ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。 

４ 

本
来
、
近
代
憲
法
で
あ
る
日
本
国
憲
法
は
、
権
力
者
の

暴
走
を
止
め
る
た
め
、
権
力
を
立
法
・
行
政
・
司
法
の
三

権
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
権
力
が
互
い
に
監
視
し
合
う
と

い
う
制
度
を
採
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
行
政
が
肥
大
化

し
、
立
法
府
に
お
い
て
政
権
交
代
が
進
ま
な
い
中
で
、
司

法
は
戦
後
一
貫
し
て
も
の
が
言
え
な
い
お
と
な
し
い
三
男

坊
と
し
て
の
立
場
に
甘
ん
じ
て
き
た
。 

 
 

憲
法
判
断
に
は
消
極
的
で
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
行
政

や
立
法
を
追
認
す
る
判
断
を
繰
り
返
し
て
き
た
の
が
裁
判

所
で
あ
る
。 

 
 

三
権
分
立
と
は
い
い
な
が
ら
、
国
家
予
算
の
う
ち
司
法

予
算
は
全
体
の
0.3
％
強
し
か
配
分
さ
れ
ず
、
そ
の
た
め
に

裁
判
官
や
裁
判
所
職
員
の
人
数
は
制
限
さ
れ
、
人
権
の
最

後
の
砦
と
し
て
の
裁
判
所
の
人
権
救
済
機
能
は
不
全
に

陥
っ
て
い
る
。 

 
 

10
月
31
日
の
総
選
挙
の
日
に
は
、
15
人
の
最
高
裁
判

所
判
事
の
う
ち
前
回
の
総
選
挙
以
降
に
選
任
さ
れ
た
11
人

に
つ
い
て
国
民
審
査
も
併
せ
て
行
わ
れ
る
。
果
た
し
て
、

あ
な
た
が
印
象
に
残
っ
て
い
る
、
信
任
し
た
い
最
高
裁
判

事
は
い
る
だ
ろ
う
か
？ 

 
 

 

 

周
囲
で
も
生
活
保
護
を
受
け
始
め
た
方
が
増
え
始
め
て
い

る
。
最
新
統
計
（
７
月
調
査
）
で
は
申
請
2

0
，
7

5

7
件
（
前
年
同
月
比
5.6
％
増
）
、
保
護
開
始
世
帯
数
1

7
，
2

0

1
件
（
同
7.3
％
増
）
と
い
う
数
字
だ
。 

 

映
画
「
護
ら
れ
な
か
っ
た
者
た
ち
へ
」
（
公
開
中
）
は
、

あ
る
老
女
の
餓
死
と
い
う
衝
撃
的
事
件
か
ら
、
生
活
保
護
の

あ
り
様
を
正
面
か
ら
問
う
た
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
「
ハ
ー
ト
ネ
ッ
ト

Ｔ
Ｖ
」
と
い
う
番
組
で
、
２
夜
に
わ
た
っ
て
「
み
ん
な
の
生

活
保
護
」
を
特
集
し
た
。
そ
の
中
で
は
、
福
祉
事
務
所
窓
口

で
、
法
律
の
要
件
と
は
さ
れ
て
い
な
い
扶
養
照
会
等
を
義
務

付
け
、
水
際
で
却
下
す
る
い
わ
ゆ
る
「
不
適
切
な
対
応
が
あ

る
」
と
正
面
か
ら
問
題
提
起
し
た
。 

 

潮
目
が
変
わ
っ
た
の
は
コ
ロ
ナ
禍
だ
ろ
う
。
女
性
を
中
心

に
仕
事
を
失
い
、
最
後
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る

以
外
に
生
き
る
道
が
断
た
れ
た
。
令
和
３
年
３
月
30
日
、

厚
労
省
は
「
生
活
保
護
問
答
集
」
の
一
部
改
正
を
通
達
し

た
。
そ
の
中
で
、
扶
養
照
会
に
つ
い
て
「
扶
養
義
務
者
に
よ

る
扶
養
の
可
否
等
が
、
保
護
の
要
否
の
判
定
に
影
響
を
及
ぼ

す
も
の
で
は
な
い
」
と
し
、
「
要
保
護
者
が
扶
養
照
会
を
拒

ん
で
い
る
場
合
等
に
お
い
て
は
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
特
に

丁
寧
に
聞
き
取
り
を
行
い
…
扶
養
義
務
者
を
直
接
照
会
す
る

こ
と
が
真
に
適
切
で
な
い
場
合
又
は
扶
養
の
可
能
性
が
期
待

で
き
な
い
も
の
と
し
て
取
り
扱
い
、
扶
養
照
会
を
行
わ
な
い

こ
と
と
し
て
差
し
支
え
な
い
」
と
し
た
。 

 

少
し
前
ま
で
は
、
ご
く
一
部
の
不
正
利
用
を
あ
た
か
も
全

体
で
あ
る
か
の
よ
う
に
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
は
ら
れ
た
。
窓
口

で
は
、
申
請
用
紙
そ
の
も
の
が
渡
さ
れ
ず
、
扶
養
照
会
な
ど

で
辞
退
さ
せ
る
あ
り
方
が
横
行
し
た
。
本
来
生
活
保
護
は
、

憲
法
25
条
に
基
づ
く
最
後
の
生
活
保
障
制
度
と
し
て
国
民

に
与
え
ら
れ
た
権
利
な
の
で
あ
る
。 

 

鎌田 勝典 
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１．東京商工リサーチ社によると９月の新型コロナ関連

の経営破たん（負債1,000万円以上）がこれまでの最多

の160件に達した。集計対象外である1,000万円未満の

小規模倒産を含めるとコロナ関連破たんは累計で2,165

件となった。最多の飲食業、続くのは建設業、アパレル

関連、飲食料品卸売業、宿泊業である。その中でも特に

目立つのが従業員５人未満の小規模倒産が半数以上を占

めていること。いわゆる“息切れ破たん”である。 

 

２．新型コロナの会社業績への影響は、「マイナスの影

響」が72.1％、「プラスの影響」5.0％、「影響なし」

の17.8％（帝国データバンク）。世の中の会社の大半は

打撃を受けている。 

 

３．全国でフードバンクの取組があちこちで行われてい

る。NPO法人「TENOHASI」が毎月２回東池袋公園で行う

無料の弁当配布は、今年に入って並ぶ人が急増してい

る。400食用意しわずか20分でなくなったという。かつ

ての中高齢者中心ではなく、20代、30代の若者、女性

も並んでいる。主催者は「液状化現象のように貧困層が

表 面 に 出 て き た」と 評 す（10月 18日 朝 日 デ ジ タ ル

版）。 

 

４．医者や専門家が警告するコロナの「第６波」が大規

模に発生したら、多分取り返しがつかない事態になる。

また「GO TO」だとかいろいろ言っているが、すべての

前提はコロナ対策である。なぜ感染が下火となったいま

のうちに医療機関対策や大規模な検査体制などの抜本策

を打ち出さないのか、不思議でしょうがない。 

小規模事業者の“息切れ破たん”の増加が問うもの 
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労使トラブル110番 

失敗しない就業規則の作成・改定のポイント 

新シリーズ 会社を強くする『経営の切り口』 

司法書士の業務つれづれ帳 

JAZZでほっと一息 

となりの弁護士  ほか 

連 載 

カボチャと栗  



 

 

 コロナ禍のもとで令和２年度は労働経済白書の作成

が見送られました。したがって、今回の白書は2019年

及び2020年の２年間の労働経済の動きについて分析し

ています。「新型コロナウイルス感染症が雇用・労働

に及ぼした影響」という副題がついています。以下概

要を紹介します。 

 

□Ⅰ  経済の動き 

〇2020年のGDPは、感染拡大の影響により消費や輸出

が減少したことで、2020年第Ⅱ四半期（４～６月期）

に前期比で実質8.1％減、名目7.8％減の大幅な減少。 

〇2020年の家計消費は、感染拡大防止のための外出自

粛等の影響により、３～５月に大幅に減少。項目別

にみると、「食料」では飲食店での「食事代」「飲

酒代」、「交通・通信」では「航空運賃」「鉄道運

賃、「教養娯楽」では「宿泊料」「映画・演劇等入

場料」、「その他」では「背広服」「口紅」など外

出に伴う支出が減少。他方、「食料」では「パス

タ」「チュ―ハイ・カクテル」、「教養娯楽」では

「パソコン」、「その他」では「保健用消耗品」な

ど、感染防止対策やいわゆる「巣ごもり需要」に関

連する支出が増加。 

〇サービス利用・消費行動における感染拡大の影響は

分野ごとに異なっており、きめ細かく見ていく必要

がある。医療分野では、病院の１日平均患者数は

「外来」で大きく減少した一方、「在院」の減少幅

は少ない。介護分野では、「ショートステイ」「通

所」といった一部の在宅サービスで減少が見られた

一方、「施設サービス（施設入居）」では減少して

いない。小売業では、「百貨店」の販売額が大きく

落ち込んだ一方、「スーパー」「ドラッグストア」

の販売額は増加していた。 

 

□Ⅱ  雇用の動き 

〇2020年４月に、就業者数が前月比108万人減少、休

業者数が急増、非労働力人口（収入がなく求職もし

ていない15歳以上）も86万人増と一時的に増加。そ

の後徐々に回復。 

〇雇用者数の変動を雇用形態別にみると、2020年を通

じて正規雇用労働者は増加を続けた一方、非正規雇

用労働者が大きく減少した。離職者のその後の就業

状況を見ると、正規雇用労働者も非正規雇用労働者

も完全失業者または非労働力人口となる者が増加し

ている。 

〇「宿泊業、飲食サービス業」「卸売業、小売業」

「生活関連サービス業、娯楽業」など対人サービス

を中心とした産業の雇用者数が減少（「宿泊業、飲

食サービス業」の雇用者数は2020年平均で対前年比

25万人減少）。 

〇「医療、福祉」等の産業で女性の正規雇用労働者が

増加する一方、特に「宿泊業、飲食サービス業」

「製造業」「卸売業、小売業」「生活関連サービス

業、娯楽業」で女性の非正規雇用労働者を中心に減

少。男性の非正規雇用労働者は、「製造業」で大き

く減少した。子育て世帯の女性や学生の非労働力人

口が増加。 

〇特例を講じた雇用調整助成金の活用により2020年４

～10月の完全失業率は2.6ポイント程度抑制されたと

推計（10月の完全失業率は3.1％）。 

 

□Ⅲ  総労働時間、給与額 

〇総労働時間は、多くの産業で2020年３月以降急速に

減少し、とくに「生活関連サービス業、娯楽業」

「宿泊業、飲食サービス業」が大きく減少した。 

〇一方、感染拡大下で業務の継続を求められた「医療

業」「社会保険・社会福祉・介護事業」等の業種に

おいては、特に女性の労働者で肉体的負担や精神的

負担が増大した。 

〇政策の下支え効果もあり、リーマンショック期と比

べ、総雇用者所得の減少は小幅。ただし、「宿泊

業、飲食サービス業」「運輸業、郵便業」「生活関

連サービス業、娯楽業」では減少幅が大きい。 

 

□Ⅳ  テレワークを活用した労働者の分析 

〇感染拡大前からテレワークを実施していた企業や労

働者の方が、感染拡大下でテレワークを始めた企業

や労働者よりも、テレワークの継続割合が高い。 

〇テレワークで仕事をする際の生産性や満足感は、オ

フィスで働く場合と比べて一般的に低下するもの

の、感染拡大前からテレワークを実施していた労働

者では低下幅が小さい。 

〇企業におけるマネジメント上の工夫（業務範囲・期

限や仕事の評価基準の明確化、業務の裁量をもたせ

ることなど）や環境整備に取り組むことで、テレ

ワークをする際の充実感や満足感が高くなってい

る。 
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令和３年版労働経済の分析（労働経済白書）が発表 
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＜法改正情報＞ 

特定社会保険労務士 鎌田 勝典 2022年１月から傷病手当金の

支給期間が通算化 

             

【傷病手当金とは】 
 病気やけなど私傷病で働くことができない健康保険被保険者とその家族に対する保障制度です。業務上の傷病については労災保

険が適用されますが、傷病手当金は私傷病に対する休業時の手当となります。 

  私傷病で、①連続する３日間を含む４日以上仕事に就けなかった、②休業した期間について給与の支払がない場合に支給され、

支給額は「12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×２/３」です。 

 

【法改正で変更された点】 
 今回の健康保険法改正で変更となるのは、「傷病手当金の支給期間」です。これまでは「支給開始した日から最長１

年６ヵ月」であり、この１年６ヵ月には復職期間も含まれるため、休業期間中に十分な保障を受けられないケースが

多々見受けられました。 

 この点、2022年１月以降は、「支給期間を通算して、１年６ヵ月を経過した時点まで支給される」ことになりまし

た。図にすると、下記の上の部分が現行法に基づく支給期間で、実際の受給日数に関係なく暦上１年６ヵ月を経過して

しまうと支給打ち切りとなっていました。下の部分が改正法に基づく支給期間で、一時的に復職した期間を除いて、実

際に支給された期間のみを通算して１年６ヵ月まで支給されるということです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施行日前に受給権がある方の扱い～経過措置】 
 では、来年１月１日時点で傷病手当金の受給権がある方、つまり2020年７月２日以降に傷病手当金を受給開始した方

についてはどうなるのでしょうか。出勤簿等によって不支給となった期間がある場合は、その期間を延長して取得する

ことが可能になります。来年１月からでなければ適用が受けられないと申請をためらっている場合は、誤解を解くよう

にして下さい。 

 なお、傷病手当金の受給中は無給であっても、健康保険料と厚生年金保険料の被保険者負担分は負担しなければなり

ません。実際の手取り額はそれを考慮しなければなりません。もちろん受給開始後であれば、退職後も傷病手当金は支

給されます。そのあたりの細かいアドバイスを会社はしていただきたいと思います。 
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JAZZでほっと一息                     アドバンスト・ソフト 小柳 忠章 

 You and The Night and The Music あなたと夜と音楽と 

 1934年アーサー・シュワルツが作曲し、ハワード・ディーツが

歌詞を書きました。この二人が書いたブロードウェイミュージカ

ル「リベンジ・ウィズ・ミュージック」で歌われた12曲のうちの

一つです。ミュージカルそのものはヒットしなかったようです

が、この歌はヒットして、1953年のロマンチック・コメディ映画

「バンドワゴン」で再度使われています。 

 歌手ではジュリー・ロンドンの録音が有名ですね。インストも

のではビル・エヴァンスのトリオ（フィリー・ジョー・ジョーン

ズ、ポール・チェンバーズ）でしょうか。なんと日本たばこ産業

アド企画室から「ビル・エバンス：あなたと夜と音楽と」という

単行本が出版されています。アド企画室とは広告を企画する部署

で、1986年にマイルド・セブン・セレクトのＣＭにエバンスの

「あなたと夜と音楽と」を使いました。もう35年も経っている

が、映像も面白かったです。ナレーションは「今を生きる男たち

が選んだひとつのクオリティー。セレクトを手にする一瞬、もう

ひとりの自分と語ることができる」。憶えている方も多いだろ

う。 

 

  あなたと夜と音楽 

  燃えるような欲望で私を満たして 

  私を炎で燃やして 

   

  あなたと夜と音楽 

  私をわくわくさせて、一つになるの 

  夜と音楽が終わったあとでね 

 

  夜明けと陽の淡い光が来るまで 

  私たちの心は鳴り響くギターのよう 

  朝は警告なしに来て 

  星たちはどこかへ連れ去られる 

 

  もし私たちがこの瞬間にしか生きられないなら 

  その終わる瞬間まで愛して 

  夜と音楽が死んだあと 

  あなたは私のもの 

 

 35年前、会社設立２年目だった。何もかも順調。携帯電話はま

だなく、自動車電話とショルダーフォンしかなかった時代です。

私はどちらも所有できませんでした。ＣＭの映像は、外車を運転

する男性、自動車電話が鳴る。車を停めて電話に出る。タバコを

取り出し火をつける。場面が変わって、夜、高級バーのカウン

ター、バーテンと話す男、カウンターのテーブルに「Ｓｅｌｅｃ

ｔ」とグラスについた水で書く。ビジネスのトップを走る男のイ

メージだったのでしょうね。 

 あれから35年、いまだにトップ集団からずいぶん遅れた後方集

団でもがいている。「会社が続いているだけで立派なものです」

なんて言われてもね～。ＩＴメディア・ビジネス10月８日配信記

事に「金融所得課税と１億円の壁」という文章がある。年間所得

が１億円を超えると所得税の負担率が低下するというデータがあ

る。この１億円は給与所得ではなく、ほとんどが金融所得による

ものだそうだ。株式譲渡益や配当金などがこれにあたる。この税

率は一律20%だから、給与所得などにかけられる累進課税の最高税

率45%とはずいぶんかけ離れている。勝ち組と言われる人たちは、

この金融所得で稼いでいるということになる。私には縁のない話

です。それでも、私はコツコツと働いて、若い社員の期待に応え

られる会社にしたいと考えています。 

司法書士の業務つれづれ帳 第65回 
司法書士事務所リーガルオフィス白金 

代表司法書士 飯田 茂幸 

流れ作業  

 司法書士の業務に「不動産決済の立会」というのがある。不動

産の売買代金支払いに立会い、登記(名義変更)に必要な書類が

揃っていることを確認して売買代金の支払いにＧＯサインを出

す。 

 通常の不動産売買契約は、売買代金を支払うと買主に所有権が

移る契約となっているので、売主が売買代金を受け取った瞬間に

所有権は買主に移転するが、買主名義に登記がされないと売主以

外の第三者には買主が所有者であることを主張できない。 

 例えば、ＡがＢに不動産を売却して代金を受け取った後、Ｂが

登記をする前にＣに売却してＣが先に登記をしてしまった場合

(ＢもＣも、Ａに騙されたことを知らない)、ＢはＣに対して自分

が所有者であることを主張できない。こういう「二重売買」のリ

スクを回避するために司法書士が不動産決済に立ち会って、売買

代金支払い後、速やかに登記をする。 

 不動産決済の立会は司法書士の主要業務であり取り組む同業者

は多いが、私はほとんどやっていない。この業務はキャッシュフ

ローはいい。早ければ依頼から１週間程で報酬を受け取ることに

なる。決済現場で現金で受け取る。 

 しかし、価格決定権や時間・場所の決定権がほとんどない。売

買の条件がすべて整ったところで依頼が入るので、業務の中に問

題解決をする役割がなく、決定事項を正確に登記することが役割

となる。そうするとどの司法書士がやっても結果は同じなので価

格競争に陥りやすく、値上げはしづらい。また、売主、買主、金

融機関の都合が優先されるので、時間と場所が指定される。 

 ということで、この業務は「下請け型」で「労働集約型」とな

る。経営的には、できるだけ安い労働力で、業務を大量に回して

いくようになっていく。私が司法書士業界に入ったころは無資格

者のスタッフが決済の立会をしても咎められることはなかった

が、社会全体のコンプライアンスの意識が高まるに伴い、業界の

規制も強化されて無資格者の立会はＮＧとなった。そうなると資

格者を確保しないといけなくなるが、賃金は高くなるし、司法書

士の受験者も年々減っているので採用は厳しい。業務は定型なの

でスタッフのモチベーションも上がりづらい。司法書士も他の業

界と同じ問題を抱えている。 

 なかなかしんどい業務ではあるが、業界の主要業務なので時々

依頼を受けることもある。先日久しぶりに不動産決済に立ち会っ

たところ、買主が細かいことを言う人で対応に苦慮した。仲介業

者も困っていたが、買主は気になることを一つ一つ確認したかっ

ただけで、無理難題を言ったわけではなかった。日頃ないことに

頭を悩ませはしたが、何とか回答して納得してもらった。 

 しんどい面が多い業務だから「流れ作業」に乗せたいというの

が本心だが、そればっかりやっていると大事なことを忘れてい

く。苦労したけど買主に良い勉強をさせてもらった。 

  

URL:http://shirokane-legal.com/ 
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 求人票が不受理となる場合とは 

～３交替制勤務と１箇月単位変形労働時間制の導入 

【求人不受理制度とは？】 
 職業紹介事業者は、原則として全ての求人を受理しな

ければならないとされています。ただし、2020年３月

30日から、改正職業安定法の一部や関連する政令・省

令・指針が施行され、一定の労働関係法令違反のある求

人者からの求人の申し込みなどを受理しないことが可能

となります。以下のいずれかの要件に該当する場合で

す。 

※④～⑥の要件が、改正職業安定法により追加されました。 

※違反した場合に求人の申込みが受理されないこととな

る法律の規定とは 

  …労働基準法、最低賃金法、職業安定法、男女雇用機会 

均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法（パ

ワハラに関する措置義務違反）の諸規定です 

 さらに、以下の場合には、６カ月又は１年間が経過す

るまで「不受理期間」として、受理されない期間が置か

れます。 

 

【就業時間の記載が法令違反だった】 
 貴法人が求人票を受理されなかったのは、就業時間の

記載に法令に違反しているとみなされたためと思われま

す。３交替制を取る場合、夜勤の勤務時間が16：45～

翌９：15ですから、休憩時間（仮眠時間）を除いても法

定労働時間を上回っています。求人票の就業時間記載欄

には、「該当する場合は選択」として「１．交替制（シ

フト制）、２．フレックスタイム制、３．裁量労働制、

４．変形労働時間制」の該当項目に〇をつけることと

なっています。貴法人の場合は、１と４に〇をつけなけ

ればならないのが、多分１のみに〇をした（＝変形労働

時間制の採用をしていなかった）と思います。 

 所定労働時間が法定労働時間を超える場合は変形労働

時間制を採用しなければ違法な就業時間の設定になりま

す。看護師のような勤務形態の場合、通常は１箇月単位

の変形労働時間制を採用しているケースが大半です。な

お、よくあるのは、夜中の０時を超えた勤務の場合、０

時以降は翌日の勤務時間となると勘違いしているケース

です。前日の勤務から継続した勤務は、始業時からの継

続した労働として扱われます。 
 

【変形制導入の手続を速やかに】 
 今回のハローワークの対応は、あくまでも法令違反状

態を解決さえすれば求人票を受理しますということだと

思います。向こう６カ月又は１年間受理しないというこ

とではありません。したがって速やかに変形労働時間制

の採用手続きをとり、必要な書類を労働基準監督署に提

出してください。 

 具体的には、まず変形制導入に関する労使協定を締結

し、協定届を監督署に提出する、そして就業規則にも必

要な記載を行い（「以下の業務に従事する者については

１箇月単位の変形労働時間制の適用対象とする。変形制

の詳細は労使協定によって定める」というような記載で

す）、就業規則の変更届を監督署に行ってください。 

オフィス・サポートNEWS 

労使トラブル110番 労働相談メール roudou@officesup.com  

 看護師の勤務時間は、日勤（８：30～17：00）、夜勤（16：45～翌９：15）、

遅番（11：00～19：30）の３交替制勤務になっています。この度、ハローワークに

求人票を出しに行ったのですが、職員から「変形労働時間制の協定を結んでいます

か？それを監督署に提出していなければ求人票を受理できません」と言われ、求人

票をつき返されてしまいました。いままでこのようなことはなかったのですが、ど

のように対応したらいいのでしょうか。  

3 

4XHVWLRQ

$QVZHU /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

① 内容が法令に違反する求人 

② 労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当な求人 

③ 求人者が労働条件を明示しない求人 

④ 一定の労働関係法令違反のある求人者による求人 

⑤ 暴力団員などによる求人（暴力団員、法人で役員の中に暴力団

員がいる者、暴力団員がその事業活動を支配する者） 

⑥ 職業紹介事業者からの自己申告の求めに応じなかった

求人者による求人 

〇 １年間に２回以上、同一の対象条項違反により是正指

導を受けた場合 

〇 対象条項違反により送検され、公表された場合 

〇 対象条項に違反し、法違反の是正を求める勧告に従

わず、公表された場合 



 

 

 「役職定年」とは、一定の役職者について、一定

年齢に達したことをもってその役職を退かせる人事

制度をいいます。人事院の調査１）によれば、役職

定年を導入している企業の割合は近年減少傾向にあ

り、平成19年度は23.8％でしたが、平成29年度は

16.4％となりました。しかし、平成29年度でも500

人以上の企業では30.7％に上るなど、規模の大きい

企業では導入している割合が高いです。 

 今回は、高年齢社員の活用に関連して、論点にな

ることの多い役職定年を取り上げます。 

 

１ 役職定年導入の経緯と意義 
 もともと日本では戦後しばらくの間55歳定年が一

般的でした。それが1986年の高年齢者雇用安定法

成立により60歳以上の定年が努力義務化されたこと

を契機として、役職定年が普及し始めました。さら

に団塊の世代が50代を迎えた1990年代後半にポス

ト不足解消などを図る目的で役職定年の普及が進み

ました。このように、役職定年は、①高年齢社員の

人件費削減、②役職ポスト不足の解消を図るととも

に、③管理職の世代交代による組織の活性化を目的

に導入されてきました。 

 その後は、前述のように導入率は減少傾向にあり

ますが、最近定年を60歳以上に引き上げる企業が増

え始めており、そのタイミングで役職定年制が検討

されるようになっています。ただし、その内容とし

ては、定年引上げに合わせて役職定年を導入した

り、従来の役職定年を引き上げたりするという企業

と、役職定年を廃止するという企業の両方があるこ

とに留意が必要です２）。廃止については、将来の

若年層のさらなる減少を見据えて、年齢に関係なく

活躍できる職場づくりや役職定年後のモチベーショ

ン低下の防止、職務・役割給の導入などのため、年

齢を基準に管理職を外す意義やメリットがなくなっ

たという判断によるものと考えられます。 

 

２ 規定の内容 
 役職定年の規定は、就業規則本則に入れる場合も

ありますが、どちらかといえば別規程としている企

業が多いと思います。 

 規定の内容で最も重要なのは、当然のことなが

ら、役職定年の年齢を定めることです。60歳定年制

のもとでは55歳から57、58歳までの間で設定され

ていることが多かったですが、今後は定年を60歳以

上とする企業の増加により、従来よりも高い年齢に

設定する例が多くなるでしょう。なお、望ましくあ

りませんが、適当な後任がいない場合に備えて、例

外的に留任できるような規定にしておく必要もあり

ます。また、役職定年に達した後役職を退任する時

期についても明確にしなければなりません。退任時

期は、たとえば役職定年に達した給与計算期間の末

日や事業年度末などが考えられますが、自社の異動

の時期と合わせた方が運用しやすいでしょう。 

 役職定年に関するその他の規定としては、役職定

年後の所属部署や対外呼称を定めることもありま

す。後者は、役職定年後に肩書が全くないと業務に

支障が出ることがありうるため、「専任部長」など

の対外向けの肩書を定めておくというわけです。ま

た、役職定年後の給与の取り扱いなどの処遇につい

て変更がある場合には、その点についても規定して

周知することが大切です。 

 

３ 導入・見直し時の注意点 
 役職定年は管理職の任免という人事権にかかわる

ものですので、その導入自体は原則として会社の裁

量に委ねられるものです。しかし、役職定年により

役職手当が支給されなくなるなど賃金の減少がとも

なう場合は不利益変更に該当し、「労働者の受ける

不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の

就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状

況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合

理的なものである」必要があります（労契法10

条）。特に減額幅が大きいケースでは合理性が否定

された裁判例３）もありますので、実施するにあ

たっては緩和措置や経過措置を適切に行うよう配慮

することが必要です。 

 

 

 
１）「民間企業の勤務条件制度等調査結果」 

２）具体的な事例については労政時報4018号などで紹

介されている。 

３）H26.1.24熊本地判「隈本信用金庫事件」など  

失敗しない就業規則の作成・改定のポイント○66  
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ＭＯＲＩ社会保険労務士・行政書士事務所 

代表 森 慎一 （http://office-mori.biz/） 

第66回： 役職定年  
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経営コンサルタント  野澤 周永 （株式会社Ｖコンサル） 

http://www.vcon.jp 

第102回： 事業再構築補助金その１概要  

新シリーズ 会社を強くする『経営の切り口』 
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【事業再構築補助金とは】    
 「事業再構築補助金」って聞いたことがありますか？中小企

業等の売上回復等のためウィズコロナ・ポストコロナ時代に対応

する新分野展開、業態転換、事業・業種転換,事業再編等の思い

切った事業再構築挑戦を支援する、経産省の2021年度の大型予

算の補助金事業です。今回は、この大型補助金について、わかり

やすく解説していきます。事業予算規模は１兆1400億円余りで

あり、これまで例年公募があった１事業者あたり1000万円規模

の「ものづくり補助金」等の10倍規模です。１中小事業者あたり

ｍａｘ最大8000万円です。なぜこんな大きな補助金事業がス

タートしたのか？もちろん、コロナ禍ということもあります。背

景には新製品、新商品・新サービスへの取組のトータルの売上規

模が、欧米諸国と比べると最低クラスであるという事情がありま

す。また、このコロナ禍で、売上ダウンが数％である事業者は、

経費削減や原価圧縮でなんとか事業継続をしのいでいけますが、

10％～30％あるいはそれ以上売上ダウンしている事業者につい

ては、そのままでの存続は厳しい。つまり新分野展開での新製

品、新商品、新サービスをリリースするとか、業種転換、事業転

換、業態展開、企業再編などをしていかないと生き残っていけな

い可能性が大です。そこで、この大型補助金で何とか中小事業者

に息を吹き返してもらおうというのが国・経産省・中小企業庁の

意図のようです。 

 

【対象は中小事業者】 
 この補助金事業の対象者は、一部に中堅企業を含みますが、メ

インターゲットは個人及び法人である中小事業者であり、 

① 本事業公募開始日において日本国内に本社を有する中小企業

者等（個人及び法人)及び中堅企業等 

② コロナ以前（2020年３月31日以前）から創業を計画等して

おり、2020年４月１日から2020年12月31日までに創業した場

合は、特例的に支援の対象となります。 

資本金や従業員規模（常勤）は次のとおりです。                                    

 

【補助金額】 
 補助金額は、目玉となる[通常枠]が 中小企業者等、中堅企業等

ともに 

 【従業員数20人以下】100万円～4,000万円 

 【従業員数21～50人】100万円～6,000万円 

 【従業員数51人以上】100万円～8,000万円 

 補助率は、中小企業者等 2/3 (6,000万円を超える部分は

1/2)、中堅企業等 1/2 (4,000万円を超える部分は1/3)です。採

択率は第2回公募まで応募者の30～35％と高くありません。一方

の月ベースでのコロナ禍以前との比較で30%以上の売上ダウンの

場合である、「緊急事態宣言枠」の場合は、（＊緊急事態宣言に

伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影

響を受けた事業者に対する措置。地域や業種は問いません。） 

【従業員数５人以下】100万円～500万円 

【従業員数６～20人】100万円～1,000万円 

【従業員数21人以上】100万円～1,500万円  

＜補助率＞ 中小企業者等 3/4、中堅企業等2/3で第２回公募まで

採択率は80%近いです。 
 

【実施期間】 
 補助事業実施期間は、交付決定日～12か月以内（ただし、採択

発表日から14か月後の日まで）で、補助対象経費としては 建物

費、機械装置・システム構築費（リース料を含む）、技術導入

費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知

的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費と建物や設

備を含む、うれしい補助金です。 

 

【応募要件】 
 応募要件は次の通りです。まず通常枠の場合、 

〇事業再構築要件…新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換

又は事業再編のいずれかに該当する「事業再構築」であること 

〇売上高等減少要件…2020年4月以降の連続する６か月間のう

ち、任意の３か月の合計売上高が、コロナ以前（2019年又は

2020年１月～３月）の同３か月の合計売上高と比較して10％以

上減少かつ2020年10月以降の連続する６か月間のうち、任意の

３か月の合計売上高が同じく５%以上減少 ＊その他特例もあ

ります。 

〇認定支援機関要件…事業計画を認定経営革新等支援機関と策定

すること。補助金額が3,000万円を超える案件は認定経営革新等

支援機関及び金融機関と策定 

〇付加価値額要件…補助事業終了後３～５年で付加価値額の年率

平均3.0％以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平

均3.0％以上増加する見込みの事業計画を策定すること。以上で

すが、緊急事態宣言枠の場合は、これに 

〇宣言による売上高等減少要件…令和３年の緊急事態宣言に伴う

飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等による影響

により、令和３年１～８月のいずれかの月の売上高が対前年又

は前々年の同月比で30％以上減少（又は付加価値額が45%以

上） 

 今回は補助金の概要のみとします。次回その傾向と対策をご教

示いたします。 

                                  

＊当社㈱Vコンサルでも当補助金支援を行っております。お困り

の方はHPからどうぞ。 

 

  

業種 
資本金･常勤従業員何れかが

下記以下 

製造業、建設業、運輸業 ３億円又は300人 

卸売業 １億円又は100人 

サービス業（ソフトウェア業、情報

処理サービス業、旅館業を除く） 
5,000万円又は100人 

小売業 5,000万円又は50人 

ゴム製品製造業（自動車又は航

空機用タイヤ及びチューブ製造

業・工業用ベルト製造業を除く） 

３億円又は900人 

ソフトウェア業又は情報処理サー

ビス業 
３億円又は300人 

旅館業 5,000万円又は200人 

その他の業種（上記以外） ３億円又は300人 


